
一
般
質
問

道
１
―
２
号
線
に
接
続
さ
せ
る
た
め

変
更
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

（
内
容
）
今
回
提
案
し
た
村
道
１
１

２
７
号
線
他
４
路
線
は
道
路
と
し
て

機
能
し
て
い
な
い
た
め
、
廃
止
す
る

も
の
で
す
。

根
岸 

文
雄
議
員

質
問　

教
育
行
政
に
つ
い
て

（
内
容
）
本
年
４
月
１
日
、「
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が

施
行
さ
れ
、
本
村
の
教
育
行
政
に
も

大
き
な
影
響
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

本
村
の
教
育
行
政
に
つ
い
て
も
、

村
民
各
位
と
と
も
に
、
様
々
な
観
点

か
ら
思
慮
す
る
こ
と
は
、
意
義
深
い

も
の
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

今
回
の
主
要
変
更
点
・
新
制
度
の

変
更
点
に
つ
い
て
。

答
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こ
れ
ま
で
の
教
育
委
員
会
制

度
に
つ
い
て
は
、

・
教
育
委
員
長
と
教
育
長
の
ど
ち
ら

　

が
責
任
者
か
わ
か
り
に
く
い

・
教
育
委
員
会
が
閉
鎖
的
で
形
骸
化

　

し
て
い
る

・
い
じ
め
等
の
問
題
に
対
し
て
必
ず

　

し
も
迅
速
に
対
応
で
き
て
い
な
い

・
地
域
住
民
の
民
意
が
十
分
に
反
映

　

さ
れ
て
い
な
い

等
の
声
が
あ
り
ま
す
。
今
回
、
「
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

は
、
こ
れ
ら
を
改
善
す
る
た
め
の
教

育
委
員
会
改
革
で
す
。

　

主
要
な
改
革
点
と
し
ま
し
て
は
、

　

教
育
委
員
長
と
教
育
長
を
一
本
化

し
た
新
「
教
育
長
」
の
設
置

　

教
育
長
へ
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
強

化
と
会
議
の
透
明
化

　

す
べ
て
の
地
方
公
共
団
体
に
首
長

が
主
催
す
る
「
総
合
教
育
会
議
」
を

設
置

　

教
育
に
関
す
る
「
大
綱
」
を
首
長

が
策
定

　

で
す
。
し
か
し
、
引
き
続
き
、
最

終
的
な
執
行
権
限
は
教
育
委
員
会
に

留
保
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、　

の

教
育
長
の
任
命
は
、
首
長
が
議
会
の

同
意
を
得
て
直
接
行
う
た
め
、
地
方

教
育
行
政
に
お
け
る
首
長
の
責
任
も
、

よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
新
制
度
は
、
平
成
27
年
４

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
が
、
施

行
日
に
在
任
中
の
教
育
長
に
つ
い
て

は
、
任
期
が
満
了
す
る
ま
で
、
ま
た

は
自
ら
退
任
す
る
ま
で
は
現
行
制
度

の
教
育
長
と
し
て
在
職
し
、
徐
々
に

新
制
度
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。
そ
の
間
は
、
従
来
ど
お

り
、
教
育
長
と
非
常
勤
の
教
育
委
員

長
が
併
存
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

旧
教
育
委
員
長
に
つ
い
て
は
、
任

期
が
満
了
し
た
時
点
、
ま
た
は
退
任

し
た
時
点
で
、
教
育
委
員
長
と
し
て

は
失
職
し
ま
す
が
、
教
育
委
員
と
し

て
の
任
期
が
残
っ
て
い
る
間
は
、
引

き
続
き
在
職
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
教
育
委
員
会
の
組
織
に
つ

い
て
、
総
合
教
育
会
議
お
よ
び
大
綱

に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
経
過
措

置
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
平
成
27

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
た
め
、

旧
教
育
長
が
引
き
続
き
在
職
し
て
い

る
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
対
応

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
会
議
は
原
則
公
開
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
村
民
に
開
催
日
時

や
場
所
が
周
知
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

事
実
上
、
村
民
が
傍
聴
で
き
な
い
状

況
で
す
。
村
広
報
誌
な
ど
に
よ
り
周

知
す
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。

答
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教
育
委
員
会
議
は
原
則
公
開

で
、
教
育
委
員
会
の
透
明
化
を
図
る

上
で
、
会
議
の
傍
聴
は
重
要
で
す
。

今
後
、
会
議
の
開
催
日
時
・
場
所
を

村
広
報
等
に
よ
り
周
知
し
ま
す
。

　

村
民
が
教
育
委
員
会
の
会
議
録
を

閲
覧
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
手
続

き
が
必
要
か
。

答
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現
在
、
教
育
委
員
会
規
則
等

で
は
、
教
育
委
員
会
の
会
議
録
の
公

開
に
関
す
る
規
定
は
定
め
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
透
明
化
の
た
め
、
会
議

録
の
公
開
・
閲
覧
を
図
り
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
会

議
録
を
掲
載
し
、
教
育
委
員
会
事
務

局
で
も
閲
覧
で
き
る
よ
う
検
討
し
ま

す
。
な
お
、
議
事
内
容
の
性
質
に
よ

り
一
部
非
公
開
ま
た
は
、
公
開
の
遅

れ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、

精
査
し
た
上
で
実
施
し
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
事
務
局
長
は
、
国
、

県
、
学
校
や
地
域
住
民
な
ど
か
ら
の

膨
大
な
情
報
を
、
教
育
委
員
会
や
個

々
の
教
育
委
員
に
伝
え
る
上
で
心
が

け
て
い
る
こ
と
は
。

答
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児
童
・
生
徒
に
災
害
が
生
じ

る
恐
れ
が
あ
る
場
合
等
は
直
ち
に
教

育
長
へ
報
告
、
村
長
ほ
か
各
機
関
へ

迅
速
な
情
報
提
供
・
対
応
を
図
り
ま

す
。
緊
急
性
の
あ
る
も
の
は
教
育
長

か
ら
各
機
関
へ
の
連
絡
を
密
に
し
、

一
体
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
各
自
治
体
で
の
教
育
行

政
の
課
題
な
ど
、
緊
急
性
を
要
し
な

い
が
重
要
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、

教
育
委
員
会
定
例
会
、
校
長
会
で
連

絡
・
報
告
等
を
緊
密
に
し
て
い
ま
す
。

　

児
童
・
生
徒
に
被
害
、
も
し
く
は

教
育
委
員
会
所
管
の
施
設
の
故
障
、

破
損
等
に
よ
り
地
域
住
民
に
被
害
が

生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
情
報
等
は
、

事
実
確
認
を
し
て
緊
急
性
を
判
断
、

教
育
長
に
報
告
し
指
示
を
受
け
て
対

応
し
て
い
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
の
一
層
の
活
性
化
を

図
る
た
め
、
組
織
と
し
て
の
教
育
委

員
会
、
教
育
委
員
、
保
護
者
、
地
域

住
民
お
よ
び
学
校
、
教
職
員
と
の
間

に
意
思
疎
通
の
ル
ー
ト
を
確
保
、
教

育
委
員
会
会
議
に
お
け
る
活
発
な
議

論
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
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活
発
な
意
見
交
換
は
必
要
と

考
え
ま
す
。

　

毎
月
、
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催

し
て
お
り
、
村
校
長
会
の
報
告
、
西

部
教
育
事
務
所
管
内
教
育
長
会
議
の

報
告
を
し
、
質
問
・
情
報
交
換
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

教
育
委
員
に
は
村
主
催
行
事
、
小

中
学
校
の
行
事
に
積
極
的
に
参
加
、

一
部
委
員
は
ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
と
し

て
、
登
下
校
の
指
導
し
、
子
ど
も
た

ち
と
の
交
流
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

教
職
員
に
は
、
児
童
生
徒
に
対
し

て
、
や
る
気
の
起
き
る
言
葉
が
け
を

す
る
よ
う
指
導
し
て
い
ま
す
。

　

今
日
の
不
登
校
や
学
級
崩
壊
等
の

問
題
に
人
間
教
育
の
不
足
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
お
の
お
の
が
で
き
る
こ
と

を
再
確
認
し
、
問
題
が
起
き
て
か
ら

動
く
の
で
は
な
く
、
学
校
・
家
庭
・

地
域
が
一
体
と
な
っ
て
問
題
解
決
に

努
力
す
る
必
要
あ
り
ま
す
。
リ
ー
ダ

ー
と
し
て
話
し
や
す
く
、
相
談
し
や

す
い
教
育
委
員
を
目
指
し
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
首
長
に
総

合
教
育
会
議
の
設
置
や
教
育
に
関
す

る
大
綱
の
策
定
な
ど
の
権
限
が
付
与

さ
れ
る
が
、
村
長
は
ど
の
よ
う
な
考

え
で
こ
れ
ら
の
権
限
を
行
使
す
る
か
。

答
弁　

現
行
法
に
お
い
て
も
、
首
長

は
予
算
の
編
成
・
執
行
や
条
例
案
の

提
出
を
通
じ
て
重
要
な
権
限
を
有
し
、

教
育
行
政
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
が
、
教
育
委
員
会
と
の
意
思

の
疎
通
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。


